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補足-1【設計及び工事計画変更認可申請における 

適用条文等の整理について】 

（改４） 
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設計及び工事計画変更認可申請における適用条文等の整理について 

 

1. 概 要 

 今回，東海第二発電所の残留熱除去系配管の一部について改造を実施するとともに，原子炉

格納容器電気配線貫通部の一部について取替えを実施するため，設計及び工事の計画の変更認

可申請を行う。 

本資料では，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該手続き

を行うにあたり，申請対象が適用を受ける「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」の条文を整理するとともに，適合性の確認が必要となる条文を明確にする。 

 

2. 適用条文の整理結果 

 本設計及び工事計画の申請対象である残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部

の適用条文は，下表に示す通り。 

 

【申請対象】 

・ 原子炉冷却系統施設（主配管） 

3.5.1 残留熱除去系（主登録）DB・SA 

3.6.4 低圧注水系（兼用）SA 

3.6.8 代替循環冷却系（兼用）SA 

・ 原子炉格納施設（主配管） 

 7.3.6.2 格納容器スプレイ冷却系（兼用）SA 

 7.3.6.3 サプレッション・プール冷却系（兼用）SA 

 7.3.6.6 代替循環冷却系（兼用）SA 

・ 原子炉格納施設（原子炉格納容器電気配線貫通部） 

 7.1（4）b. 電気配線貫通部 DB・SA 

 

【凡例】 

○：適用条文であり，今回の申請で適合性を確認する必要がある条文 

△：適用条文であるが，既に適合性が確認されている条文，又は工事計画に係る内容に影

響を受けないことが明確に確認できる条文 

×：適用を受けない条文 
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（１） 原子炉冷却系統施設（主配管） 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ４ 条 

設計基準対象施設の地盤 
△ 

設備の設置場所を変更するものではなく，設計基準対象施

設の地盤に係る設計に影響を与えるものではないことか

ら，既工事計画から設計内容に変更がないため，既工事計

画において確認された設計に影響を与えない。 

第 ５ 条 

地震による損傷の防止 
○ 

「実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準の一部

改正」への適合を確認する必要があるため，変更の工事の

内容（本申請内容）に関連し，対象とする。 

第 ６ 条 

津波による損傷の防止 
△ 

対象設備の設置場所の変更や津波防護施設等を変更する

ものではなく，津波による損傷の防止に係る設計に影響を

与えるものではないことから，既工事計画から設計内容に

変更がないため，既工事計画において確認された設計に影

響を与えない。 

第 ７ 条 

外部からの衝撃による損傷

の防止 

△ 

対象設備の設置場所等を変更するものではなく，外部から

の衝撃による損傷の防止に係る設計に影響を与えるもの

ではないことから，既工事計画から設計内容に変更がない

ため，既工事計画において確認された設計に影響を与えな

い。 

第 ８ 条 

立ち入りの防止 
× 

対象設備は，立ち入りの防止に係る設備に該当しないた

め，対象外。 

第 ９ 条 

発電用原子炉施設への人の

不法な侵入等の防止 

× 
対象設備は，人の不法な侵入等の防止に係る設備に該当し

ないため，対象外。 

第１０条 

急傾斜地の崩壊の防止 
× 

東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区域に指定さ

れた箇所はないため，対象外。 

第１１条 

火災による損傷の防止 
○ 

対象設備は，火災による損傷の防止に係る設計の変更がな

いが，改造を行うため対象とする。 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１２条 

発電用原子炉施設内におけ

る溢水等による損傷の防止

〇 

対象設備の設置場所等を変更するものではなく，発電用原

子炉施設内における溢水等による損傷の防止に係る設計

に影響を与えるものではないが，改造を行うため対象とす

る。 

第１３条 

安全避難通路等 
× 

対象設備は，安全避難通路等に係る設備に該当しないた

め，対象外。 

第１４条 

安全設備 
〇 

対象設備は，安全設備への適合性を示す必要があることか

ら，対象とする。 

第１５条 

設計基準対象施設の機能 
〇 

対象設備は，設計基準対象施設の機能への適合性を示す必

要があることから，対象とする。 

第１６条 

全交流動力電源喪失対策設

備 

× 
対象設備は，全交流電源喪失対策設備に該当しないため，

対象外。 

第１７条 

材料及び構造 
〇 

対象設備は，材料及び構造への適合性を示す必要があるこ

とから，対象とする。 

第１８条 

使用中の亀裂等による破壊

の防止 

× 
維持基準であることから，工事計画書としての申請対象

外。 

第１９条 

流体振動等による損傷の防

止 

〇 
対象設備は，流体振動等による損傷の防止への適合性を示

す必要があることから，対象とする。 

第２０条 

安全弁等 
× 対象設備は，安全弁等に該当しないため，対象外。 

第２１条 

耐圧試験等 
× 

施設時基準又は維持基準であることから，工事計画書とし

ての申請対象外。 

第２２条 

監視試験片 
× 

容器の中性子照射による劣化に対する要求であり，対象設

備は本条文の適用を受ける設備ではないため，対象外。 

第２３条 

炉心等 
× 対象設備は，炉心等に該当しないため，対象外。 

第２４条 

熱遮蔽材 
× 対象設備は，熱遮蔽材に該当しないため，対象外。 

第２５条 

一次冷却材 
× 

対象設備は，１次冷却材処理装置に該当しないため，対象

外。 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第２６条 

燃料取扱設備及び燃料貯蔵

設備 

△ 

燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備（崩壊熱により燃料体等が

溶融しないことを有する冷却能力）に対する要求であり，

系統構成を変更するものではないことから，既工事計画に

おいて確認された設計に影響を与えない。 

第２７条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ 

× 

原子炉冷却材圧力バウンダリに対する要求であり，対象設

備は，原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範囲が該当する

が，既工事計画において確認された設計に影響を与えない

ため，対象外。 

第２８条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リの隔離装置等 

× 
対象設備は，原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置・検

出装置に該当しないため，対象外。 

第２９条 

一次冷却材処理装置 
× 

対象設備は，１次冷却材処理装置に該当しないため，対象

外。 

第３０条 

逆止め弁 
× 対象設備は，逆止め弁に該当しないため，対象外。 

第３１条 

蒸気タービン 
× 対象設備は，蒸気タービンに該当しないため，対象外。 

第３２条 

非常用炉心冷却設備 
△ 

非常用炉心冷却設備（燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又

は燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇するこ

とを防止するための冷却能力）に対する要求であり，系統

構成を変更するものではないことから，既工事計画におい

て確認された設計に影響を与えない。 

第３３条 

循環設備等 
△ 

循環設備等（発電用原子炉停止時に原子炉圧力容器内にお

いて発生した残留熱を除去することができる設備）に対す

る要求であり，系統構成を変更するものではないことか

ら，既工事計画において確認された設計に影響を与えな

い。 

第３４条 

計測装置 
× 対象設備は，計測装置に該当しないため，対象外。 

第３５条 

安全保護装置 
× 対象設備は，安全保護装置に該当しないため，対象外。 

第３６条 

反応度制御系統及び原子炉

停止系統 

× 
対象設備は，反応度制御系統及び原子炉停止系統に該当し

ないため，対象外。 

第３７条 × 対象設備は，制御材駆動装置に該当しないため，対象外。
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

制御材駆動装置 

第３８条 

原子炉制御室等 
× 対象設備は，原子炉制御室等に該当しないため，対象外。

第３９条 

廃棄物処理設備等 
× 対象設備は，廃棄物処理設備等に該当しないため，対象外。

第４０条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 対象設備は，廃棄物貯蔵設備等に該当しないため，対象外。

第４１条 

放射性物質による汚染の防

止 

× 
対象設備は，放射性物質による汚染の防止が適用される設

備に該当しないため，対象外 

第４２条 

生体遮蔽等 
× 対象設備は，生体遮蔽等に該当しないため，対象外 

第４３条 

換気設備 
× 対象設備は，換気設備に該当しないため，対象外 

第４４条 

原子炉格納施設 
△ 

原子炉格納施設（原子炉格納容器内において発生した熱を

除去する設備）に対する要求であり，系統構成を変更する

ものではないことから，既工事計画において確認された設

計に影響を与えない。 

第４５条 

保安電源設備 
× 対象設備は，保安電源設備に該当しないため，対象外。 

第４６条 

緊急時対策所 
× 対象設備は，緊急時対策所に該当しないため，対象外。 

第４７条 

警報装置等 
× 対象設備は，警報装置等に該当しないため，対象外。 

第４８条 

準用 
× 

対象設備は，補助ボイラー，電気設備等の準用が適用され

る設備に該当しないため，対象外。 
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技術基準規則 
要否

判断
理 由 

重大事故等対処施設 

第４９条 

重大事故等対処施設の地盤
△ 

設備の設置場所を変更するものではなく，重大事故等対処

施設の地盤に係る設計に影響を与えるものではないことか

ら，既工事計画から設計内容に変更がないため，既工事計画

において確認された設計に影響を与えない。 

第５０条 

地震による損傷の防止 
〇 

「実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準の一部改

正」への適合を確認する必要があるため，変更の工事の内容

（本申請内容）に関連し，対象とする。 

第５１条 

津波による損傷の防止 
△ 

対象設備の設置場所の変更や津波防護施設等を変更するも

のではなく，津波による損傷の防止に係る設計に影響を与

えるものではないことから，既工事計画から設計内容に変

更がないため，既工事計画において確認された設計に影響

を与えない。 

第５２条 

火災による損傷の防止 
○ 

対象設備は，火災による損傷の防止に係る設計の変更がな

いが，改造を行うため対象とする。 

第５３条 

特定重大事故等対処施設 
× 

対象設備は， 特定重大事故等対処施設に該当しないため，

対象外。 

第５４条 

重大事故等対処設備 
〇 

対象設備は，重大事故等対処設備の適合性を示す必要があ

ることから，対象とする。 

第５５条 

材料及び構造 
〇 

対象設備は，材料及び構造の適合性を示す必要があること

から，対象とする。 

第５６条 

使用中の亀裂等による破壊

の防止 

× 維持基準であることから，工事計画書としての申請対象外。

第５７条 

安全弁等 
× 対象設備は，安全弁等に該当しないため，対象外。 

第５８条 

耐圧試験等 
× 

施設時基準又は維持基準であることから，工事計画書とし

ての申請対象外。 

第５９条 

緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための

設備 

× 
申請範囲には，緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備がないことから，対象外。 
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技術基準規則 
要否

判断
理 由 

重大事故等対処施設 

第６０条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 
申請範囲には，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備がないことから，対象外。

第６１条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備 

× 
申請範囲には，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

めの設備がないことから，対象外。 

第６２条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

△ 

申請範囲は，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備であり，系統構成に変更がな

く，必要な設備を施設する計画に影響がないことから，既工

事計画において確認された設計に影響を与えない。 

第６３条 

最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備 

△ 

申請範囲は，最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

であり，必要な設備を施設する計画に影響がないことから，

既工事計画において確認された設計に影響を与えない。 

第６４条 

原子炉格納容器内の冷却等

のための設備 

× 
申請範囲は，原子炉格納容器内の冷却等のための設備がな

いことから，対象外。 

第６５条 

原子炉格納容器の加圧破損

を防止するための設備 

× 
申請範囲は，原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備がないことから，対象外。 

第６６条 

原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための設備

× 
申請範囲は，原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの設備がないことから，対象外。 

第６７条 

水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するため

の設備 

× 
申請範囲は，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための設備がないことから，対象外。 

第６８条 

水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を防止するための

設備 

× 
申請範囲には，水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止

するための設備がないことから，対象外。 

第６９条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備 

× 
申請範囲には，使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備が

ないことから，対象外。 
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技術基準規則 
要否

判断
理 由 

重大事故等対処施設 

第７０条 

工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するための設備

× 
申請範囲には，工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ための設備がないことから，対象外。 

第７１条 

重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備 

× 
申請範囲には，重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備がないことから，対象外。 

第７２条 

電源設備 
× 申請範囲には，電源設備がないことから，対象外。 

第７３条 

計装設備 
× 申請範囲には，計装設備がないことから，対象外。 

第７４条 

運転員が原子炉制御室にと

どまるための設備 

× 
申請範囲には，原子炉制御室等に係る設備がないことから，

対象外。 

第７５条 

監視測定設備 
× 申請範囲には，監視測定設備がないことから，対象外。 

第７６条 

緊急時対策所 
× 

申請範囲には，緊急時対策所に係る設備がないことから，対

象外。 

第７７条 

通信連絡を行うために必要

な設備 

× 
申請範囲には，通信連絡を行うために必要な設備がないこ

とから，対象外。 

第７８条 

準用 
× 申請範囲には，準用に係る設備がないことから，対象外。
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（２） 原子炉格納施設（主配管）  

DB 条文である第１条～第４８条については，主登録側に記載。 

技術基準規則 
要否

判断
理 由 

重大事故等対処施設 

第４９条 

重大事故等対処施設の地盤
△ 

設備の設置場所を変更するものではなく，重大事故等対処

施設の地盤に係る設計に影響を与えるものではないことか

ら，既工事計画から設計内容に変更がないため，既工事計画

において確認された設計に影響を与えない。 

第５０条 

地震による損傷の防止 
〇 

「実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準の一部改

正」への適合を確認する必要があるため，変更の工事の内容

（本申請内容）に関連し，対象とする。 

第５１条 

津波による損傷の防止 
△ 

対象設備の設置場所の変更や津波防護施設等を変更するも

のではなく，津波による損傷の防止に係る設計に影響を与

えるものではないことから，既工事計画から設計内容に変

更がないため，既工事計画において確認された設計に影響

を与えない。 

第５２条 

火災による損傷の防止 
○ 

対象設備は，火災による損傷の防止に係る設計の変更がな

いが，改造を行うため対象とする。 

第５３条 

特定重大事故等対処施設 
× 

対象設備は， 特定重大事故等対処施設に該当しないため，

対象外。 

第５４条 

重大事故等対処設備 
〇 

対象設備は，重大事故等対処設備の適合性を示す必要があ

ることから，対象とする。 

第５５条 

材料及び構造 
〇 

対象設備は，材料及び構造の適合性を示す必要があること

から，対象とする。 

第５６条 

使用中の亀裂等による破壊

の防止 

× 維持基準であることから，工事計画書としての申請対象外。

第５７条 

安全弁等 
× 対象設備は，安全弁等に該当しないため，対象外。 

第５８条 

耐圧試験等 
× 

施設時基準又は維持基準であることから，工事計画書とし

ての申請対象外。 
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技術基準規則 
要否

判断
理 由 

重大事故等対処施設 

第５９条 

緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための

設備 

× 
申請範囲には，緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備がないことから，対象外。 

第６０条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 
申請範囲には，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備がないことから，対象外。

第６１条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備 

× 
申請範囲には，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

めの設備がないことから，対象外。 

第６２条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 

申請範囲は，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備がないことから，対象外とす

る。 

第６３条 

最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備 

× 
申請範囲は，最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

がないことから，対象外とする。 

第６４条 

原子炉格納容器内の冷却等

のための設備 

△ 

申請範囲は，原子炉格納容器内の冷却等のための設備であ

り，系統構成に変更がなく，必要な設備を施設する計画に影

響がないことから，既工事計画において確認された設計に

影響を与えない。 

第６５条 

原子炉格納容器の加圧破損

を防止するための設備 

△ 

申請範囲は，原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備であり，系統構成に変更がなく，必要な設備を施設する

計画に影響がないことから，既工事計画において確認され

た設計に影響を与えない。 

第６６条 

原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための設備

△ 

申請範囲は，原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの設備であり，系統構成に変更がなく，必要な設備を施設

する計画に影響がないことから，既工事計画において確認

された設計に影響を与えない。 

第６７条 

水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するため

の設備 

× 
申請範囲は，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための設備であることから，対象外。 
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技術基準規則 
要否

判断
理 由 

重大事故等対処施設 

第６８条 

水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を防止するための

設備 

× 
申請範囲には，水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止

するための設備がないことから，対象外。 

第６９条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備 

× 
申請範囲には，使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備が

ないことから，対象外。 

第７０条 

工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するための設備

× 
申請範囲には，工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ための設備がないことから，対象外。 

第７１条 

重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備 

× 
申請範囲には，重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備がないことから，対象外。 

第７２条 

電源設備 
× 申請範囲には，電源設備がないことから，対象外。 

第７３条 

計装設備 
× 申請範囲には，計装設備がないことから，対象外。 

第７４条 

運転員が原子炉制御室にと

どまるための設備 

× 
申請範囲には，原子炉制御室等に係る設備がないことから，

対象外。 

第７５条 

監視測定設備 
× 申請範囲には，監視測定設備がないことから，対象外。 

第７６条 

緊急時対策所 
× 

申請範囲には，緊急時対策所に係る設備がないことから，対

象外。 

第７７条 

通信連絡を行うために必要

な設備 

× 
申請範囲には，通信連絡を行うために必要な設備がないこ

とから，対象外。 

第７８条 

準用 
× 申請範囲には，準用に係る設備がないことから，対象外。
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（３） 原子炉格納施設（原子炉格納容器電気配線貫通部） 

技術基準規則 
要否

判断
理 由 

設計基準対象施設 

第 ４ 条 

設計基準対象施設の地盤 
△ 

設備の設置場所を変更するものではなく，設計基準対象施

設の地盤に係る設計に影響を与えるものではないことか

ら，既工事計画から設計内容に変更がないため，既工事計

画において確認された設計に影響を与えない。 

第 ５ 条 

地震による損傷の防止 
○ 

「実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準の一部

改正」への適合を確認する必要があるため，変更の工事の

内容（本申請内容）に関連し，対象とする。 

第 ６ 条 

津波による損傷の防止 
△ 

対象設備の設置場所の変更や津波防護施設等を変更する

ものではなく，津波による損傷の防止に係る設計に影響を

与えるものではないことから，既工事計画から設計内容に

変更がないため，既工事計画において確認された設計に影

響を与えない。 

第 ７ 条 

外部からの衝撃による損傷

の防止 

△ 

対象設備の設置場所等を変更するものではなく，外部から

の衝撃による損傷の防止に係る設計に影響を与えるもの

ではないことから，既工事計画から設計内容に変更がない

ため，既工事計画において確認された設計に影響を与えな

い。 

第 ８ 条 

立ち入りの防止 
× 

対象設備は，立ち入りの防止に係る設備に該当しないた

め，対象外。 

第 ９ 条 

発電用原子炉施設への人の

不法な侵入等の防止 

× 
対象設備は，立ち入りの防止に係る設備に該当しないた

め，対象外。 

第１０条 

急傾斜地の崩壊の防止 
× 

東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区域に指定さ

れた箇所はないため，既工事計画から設計内容に変更がな

いため，既工事計画において確認された設計に影響を与え

ない。 

第１１条 

火災による損傷の防止 
○ 

対象設備は，火災による損傷の防止に係る設計の変更がな

いが，改造を行うため対象とする。 
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技術基準規則 
要否

判断
理 由 

設計基準対象施設 

第１２条 

発電用原子炉施設内におけ

る溢水等による損傷の防止 

△ 

対象設備の設置場所等を変更するものではなく，発電用原

子炉施設内における溢水等による損傷の防止に係る設計

に影響を与えるものではないことから，既工事計画から設

計内容に変更がないため，既工事計画において確認された

設計に影響を与えない。 

第１３条 

安全避難通路等 
× 

対象設備は，安全避難通路等に係る設備に該当しないた

め，対象外。 

第１４条 

安全設備 
〇 

対象設備は，安全設備への適合性を示す必要があることか

ら，対象とする。 

第１５条 

設計基準対象施設の機能 
〇 

対象設備は，設計基準対象施設の機能への適合性を示す必

要があることから，対象とする。 

第１６条 

全交流動力電源喪失対策設

備 

× 
対象設備は，全交流電源喪失対策設備に該当しないため，

対象外。 

第１７条 

材料及び構造 
〇 

対象設備は，材料及び構造への適合性を示す必要があるこ

とから，対象とする。 

第１８条 

使用中の亀裂等による破壊

の防止 

× 
維持基準であることから，工事計画書としての申請対象

外。 

第１９条 

流体振動等による損傷の防

止 

× 
対象設備は，流体振動等による損傷の防止が必要となる設

備に該当しないため，対象外。 

第２０条 

安全弁等 
× 対象設備は，安全弁等に該当しないため，対象外。 

第２１条 

耐圧試験等 
× 

施設時基準又は維持基準であることから，工事計画書とし

ての申請対象外。 
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技術基準規則 
要否

判断
理 由 

設計基準対象施設 

第２２条 

監視試験片 
× 

容器の中性子照射による劣化に対する要求であり，対象設

備は本条文の適用を受ける設備ではないため，対象外。 

第２３条 

炉心等 
× 対象設備は，炉心等に該当しないため，対象外。 

第２４条 

熱遮蔽材 
× 対象設備は，熱遮蔽材に該当しないため，対象外。 

第２５条 

一次冷却材 
× 

対象設備は，１次冷却材処理装置に該当しないため，対象

外。 

第２６条 

燃料取扱設備及び燃料貯蔵

設備 

× 
対象設備は，燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備に該当しない

ため，対象外。 

第２７条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ 

× 
対象設備は，原子炉冷却材圧力バウンダリに該当しないた

め，対象外。 

第２８条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リの隔離装置等 

× 
対象設備は，原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置・検

出装置に該当しないため，対象外。 

第２９条 

一次冷却材処理装置 
× 

対象設備は，１次冷却材処理装置に該当しないため，対象

外。 

第３０条 

逆止め弁 
× 対象設備は，逆止め弁に該当しないため，対象外。 

第３１条 

蒸気タービン 
× 対象設備は，蒸気タービンに該当しないため，対象外。 

第３２条 

非常用炉心冷却設備 
× 

対象設備は，非常用炉心冷却設備に該当しないため，対象

外。 

第３３条 

循環設備等 
× 対象設備は，循環設備等に該当しないため，対象外。 

第３４条 

計測装置 
× 対象設備は，計測装置に該当しないため，対象外。 

第３５条 

安全保護装置 
× 対象設備は，安全保護装置に該当しないため，対象外。 
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技術基準規則 
要否

判断
理 由 

設計基準対象施設 

第３６条 

反応度制御系統及び原子炉

停止系統 

× 
対象設備は，反応度制御系統及び原子炉停止系統に該当し

ないため，対象外。 

第３７条 

制御材駆動装置 
× 対象設備は，制御材駆動装置に該当しないため，対象外。

第３８条 

原子炉制御室等 
× 対象設備は，原子炉制御室等に該当しないため，対象外。

第３９条 

廃棄物処理設備等 
× 対象設備は，廃棄物処理設備等に該当しないため，対象外。

第４０条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 対象設備は，廃棄物貯蔵設備等に該当しないため，対象外。

第４１条 

放射性物質による汚染の防

止 

× 
対象設備は，放射性物質による汚染の防止が適用される設

備に該当しないため，対象外 

第４２条 

生体遮蔽等 
× 対象設備は，生体遮蔽等に該当しないため，対象外。 

第４３条 

換気設備 
× 対象設備は，換気設備に該当しないため，対象外。 

第４４条 

原子炉格納施設 
○ 

原子炉格納施設に対する要求であり，対象設備は，原子炉

格納容器に対する設備に該当し，改造を行うため，適合性

を示す必要があることから対象とする。 

第４５条 

保安電源設備 
× 対象設備は，保安電源設備に該当しないため，対象外。 

第４６条 

緊急時対策所 
× 対象設備は，緊急時対策所に該当しないため，対象外。 

第４７条 

警報装置等 
× 対象設備は，警報装置等に該当しないため，対象外。 

第４８条 

準用 
× 

対象設備は，補助ボイラー，電気設備等の準用が適用され

る設備に該当しないため，対象外。 
  



補 1－16 

技術基準規則 
要否判

断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第４９条 

重大事故等対処施設の地盤
△ 

設備の設置場所を変更するものではなく，重大事故等対

処施設の地盤に係る設計に影響を与えるものではないこ

とから，対象外。 

第５０条 

地震による損傷の防止 
〇 

「実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準の一部

改正」への適合を確認する必要があるため，変更の工事の

内容（本申請内容）に関連し，対象とする。 

第５１条 

津波による損傷の防止 
△ 

対象設備の設置場所の変更や津波防護施設等を変更する

ものではなく，津波による損傷の防止に係る設計に影響

を与えるものではないことから，既工事計画から設計内

容に変更がないため，既工事計画において確認された設

計に影響を与えない。 

第５２条 

火災による損傷の防止 
○ 

対象設備は，火災による損傷の防止に係る設計の変更が

ないが，改造を行うため対象とする。 

第５３条 

特定重大事故等対処施設 
× 

対象設備は， 特定重大事故等対処施設に該当しないた

め，対象外。 

第５４条 

重大事故等対処設備 
〇 

対象設備は，重大事故等対処設備の適合性を示す必要が

あることから，対象とする。 

第５５条 

材料及び構造 
〇 

対象設備は，材料及び構造への適合性を示す必要がある

ことから，対象とする。 

第５６条 

使用中の亀裂等による破壊

の防止 

× 
維持基準であることから，工事計画書としての申請対象

外。 

第５７条 

安全弁等 
× 対象設備は，安全弁等に該当しないため，対象外。 

第５８条 

耐圧試験等 
× 

施設時基準又は維持基準であることから，工事計画書と

しての申請対象外。 
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技術基準規則 
要否判

断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第５９条 

緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための

設備 

× 
申請範囲には，緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界

にするための設備がないことから，対象外。 

第６０条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 

申請範囲には，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備がないことから，対象

外。 

第６１条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備 

× 
申請範囲には，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ための設備がないことから，対象外。 

第６２条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 

申請範囲には，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備がないことから，対象

外。 

第６３条 

最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備 

△ 

申請範囲は，最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設

備であり，系統構成に変更がなく，必要な設備を施設する

計画に影響がないことから，既工事計画において確認さ

れた設計に影響を与えない。 

第６４条 

原子炉格納容器内の冷却等

のための設備 

△ 

申請範囲は，原子炉格納容器内の冷却等のための設備で

あり，系統構成に変更がなく，必要な設備を施設する計画

に影響がないことから，既工事計画において確認された

設計に影響を与えない。 

第６５条 

原子炉格納容器の加圧破損

を防止するための設備 

△ 

申請範囲は，原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備であり，系統構成に変更がなく，必要な設備を施設

する計画に影響がないことから，既工事計画において確

認された設計に影響を与えない。 

第６６条 

原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための設備

△ 

申請範囲は，原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する

ための設備であり，系統構成に変更がなく，必要な設備を

施設する計画に影響がないことから，既工事計画におい

て確認された設計に影響を与えない。 
第６７条 

水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するため

の設備 

△ 

申請範囲は，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防

止するための設備であり，系統構成に変更がなく，必要な

設備を施設する計画に影響がないことから，既工事計画

において確認された設計に影響を与えない。 
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技術基準規則 
要否判

断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第６８条 

水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を防止するための

設備 

× 
申請範囲には，水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防

止するための設備がないことから，対象外。 

第６９条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備 

× 
申請範囲には，使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

がないことから，対象外。 

第７０条 

工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するための設備

× 
申請範囲には，工場等外への放射性物質の拡散を抑制す

るための設備がないことから，対象外。 

第７１条 

重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備 

× 
申請範囲には，重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備がないことから，対象外。 

第７２条 

電源設備 
× 申請範囲には，電源設備がないことから，対象外。 

第７３条 

計装設備 
× 申請範囲には，計装設備がないことから，対象外。 

第７４条 

運転員が原子炉制御室にと

どまるための設備 

× 
申請範囲には，原子炉制御室等に係る設備がないことか

ら，対象外。 

第７５条 

監視測定設備 
× 申請範囲には，監視測定設備がないことから，対象外。

第７６条 

緊急時対策所 
× 

申請範囲には，緊急時対策所に係る設備がないことから，

対象外。 

第７７条 

通信連絡を行うために必要

な設備 

× 
申請範囲には，通信連絡を行うために必要な設備がない

ことから，対象外。 

第７８条 

準用 
× 申請範囲には，準用に係る設備がないことから，対象外。
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補足-１の説明と技術基準の適合性について

１．考え方について（添付書類がある場合）

○工認添付書類と技術基準の適合について

ＳＡ工認の添付書類
があるか

添付書類の内容
に変更があるか

補足-１の条文で○の整理

様式-７に影響があるか

技術基準の適合確認

基本設計方針の
変更比較作成

添付書類の
ヒアリング・面談

基本設計方針の
ヒアリング・面談

基本設計方針の
変更比較作成

基本設計方針の
ヒアリング・面談

Ｙｅｓ

Ｙｅｓ

Ｎｏ

ＮｏＮｏ

Ｙｅｓ

今回の技術基準の適合確認は矢印（赤）で示す。

補
1
-
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補足-１の説明と技術基準の適合性について

２．考え方について（添付書類がない場合）

○工認添付書類と技術基準の適合について

ＳＡ工認の添付書類
があるか

添付書類の内容
に変更があるか

補足-１の条文で○の整理

様式-７に影響があるか

技術基準の適合確認

基本設計方針の
変更比較作成

添付書類の
ヒアリング・面談

基本設計方針の
ヒアリング・面談

基本設計方針の
変更比較作成

基本設計方針の
ヒアリング・面談

Ｙｅｓ

Ｙｅｓ

Ｎｏ

ＮｏＮｏ

Ｙｅｓ

今回は対象条文なし。

補
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補足-１の説明と技術基準の適合性について

○工認添付書類と技術基準の適合について

補
1
-
2
1



補足-１の説明と技術基準の適合性について

３．添付書類の紐付き表について（ＤＢ）

工事計画に係る補足説明資料 補足ｰ1-2 技術基準規則と工事計画認可申請書の添付書類との紐付き表

補
1
-
2
2



補足-１の説明と技術基準の適合性について

工事計画に係る補足説明資料 補足ｰ1-2 技術基準規則と工事計画認可申請書の添付書類との紐付き表

３．添付書類の紐づき表について（ＳＡ）

補
1
-
2
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４．技術基準の適合について（添付書類がある場合）

補足-１の説明と技術基準の適合性について

補
1
-
2
4



補足-１の説明と技術基準の適合性について

４．技術基準の適合について（添付書類がある場合）

（２）基本設計方針の変更前後の説明。（例：第１２条 溢水防護）
技術基準の適合性を示す基本設計方針に変更がないことを説明する。

ＳＡ工認 今回の申請

補
1
-
2
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４．技術基準の適合について（添付書類がない場合）

補足-１の説明と技術基準の適合性について

補
1
-
2
6



補足-１の説明と技術基準の適合性について

４．技術基準の適合について（添付書類がない場合）

（２）基本設計方針の変更前後の説明。 （例：第１８条 使用中の亀裂等による破壊の防止）

技術基準の適合性を示す基本設計方針に変更がないことを説明する。

ＳＡ工認 今回の申請

補
1
-
2
7
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補足-2【設計及び工事計画変更認可申請書に 

添付する書類の整理について】 
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設計及び工事計画変更認可申請に添付する書類の整理について 
 

1. 概 要 

 本資料では，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該手続き

を行うにあたり，設計及び工事計画変更認可申請書に添付する書類について整理する。 

また，併せて「電気事業法」に基づく工事計画変更の手続きの要否についても整理する。 

 

2. 「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく設計及び工事計画変更認

可申請書に添付する書類の整理について 

 設計及び工事計画変更認可申請書に添付すべき書類は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に

関する規則」（以下，「実用炉規則」という。）の第九条第三項に規定の，別表第二の上覧に掲げ

る種類に応じた同表の下欄に掲げる書類並びに設計及び工事に係る品質マネジメントの説明書

類となるが，別表第二では「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。」と

の規定があるため，本申請範囲である「原子炉冷却系統施設」及び「原子炉格納施設」に要求さ

れる添付書類の要否の検討を行った。検討結果を表１に示す。 

 

3. 「電気事業法」に基づく工事計画変更認可申請書に添付する書類の整理について 

 「電気事業法」に基づく工事計画の手続き対象となる工事については，「原子力発電工作物の

保安に関する命令」（以下，「保安命令」という。）の別表第一及び別表第三に規定されている。 

 今回改造する残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部については，それぞれ原

子炉冷却系統施設及び原子炉格納施設に係る設備であり，保安命令の別表第一に規定する工事

計画の認可を要するものに該当する。 

 

表１ 「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく設計及び工事計画変更

認可申請において要求される添付書類及び本申請における添付の要否の検討結果 

 

(1)残留熱除去系配管 

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

別表第二（各発電用原子炉施設に共通） 

送電関係一覧図 × 送電設備に影響を与えないため，添付しない。

急傾斜地崩壊危険区域内にお

いて行う制限工事に係る場合

は，当該区域内の急傾斜地の

崩壊の防止措置に関する説明

書 

× 
東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区

域に指定された箇所はないため，添付しない。

工場又は事業所の概要を明示

した地形図 
× 

発電所の概要を明示した地形図に影響を与え

ないため，添付しない。 

主要設備の配置の状況を明示

した平面図及び断面図 
× 

主要設備の配置に影響を与えないため，添付し

ない。 

単線結線図 × 
単線結線図に影響を与えないため，添付しな

い。 

新技術の内容を十分に説明し

た書類 
× 新技術に該当しないため，添付しない。 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

発電用原子炉施設の熱精算図 × 熱精算に影響を与えないため，添付しない。 

熱出力計算書 × 
熱出力計算に影響を与えないため，添付しな

い。 

発電用原子炉の設置の許可と

の整合性に関する説明書 
○ 

本申請では，変更する機器が設置許可との整合

性に影響がないことを説明するため添付する。

※本文五号との整合性に関する説明書 

※本文十一号との整合性に関する説明書 

（別添－１参照）

排気中及び排水中の放射性物

質の濃度に関する説明書 
× 

排気中及び排水中の放射性物質の濃度に影響

を与えないため，添付しない。 

人が常時勤務し，又は頻繁に

出入する工場又は事業所内の

場所における線量に関する説

明書 

× 
発電所の場所における線量に影響を与えない

ため，添付しない。 

発電用原子炉施設の自然現象

等による損傷の防止に関する

説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

排水監視設備及び放射性物質

を含む排水を安全に処理する

設備の配置の概要を明示した

図面 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

取水口及び放水口に関する説

明書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

設備別記載事項の設定根拠に

関する説明書 
〇 

最高使用圧力，最高使用温度及び外径の設定値

並びにその設定根拠に変更はないが，設備の改

造を行うため添付する。 

・V-1-1-4-3-10＊1 

環境測定装置の構造図及び取

付箇所を明示した図面 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

クラス１機器及び炉心支持構

造物の応力腐食割れ対策に関

する説明書 

○ 

クラス１機器（主配管）の改造を行うため，添

付する。 

・V-1-1-5 

安全設備及び重大事故等対処

設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書 

〇 

設計基準事故時及び重大事故等時に想定され

る環境条件及び系統施設毎の機能に影響はな

く，必要な箇所の保守点検ができる設計とする

こと等に変更はないが，設備の改造を行うため

添付する。 

・V 1-1-6＊1 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

発電用原子炉施設の火災防護

に関する説明書 
〇 

本工事により火災の感知及び消火並びに火災

の影響軽減の火災防護対策について影響を与

えない。改造する範囲は不燃材料を使用してい

るため，火災の発生防止についても変更はない

が，設備の改造を行うため添付する。 

・V-1-1-7＊1 

発電用原子炉施設の溢水防護

に関する説明書 
〇 

本工事により溢水等による損傷防止として防

護すべき設備に影響を与えない。配管ルートの

一部変更に伴う溢水評価については，各エリア

での溢水想定に包含されるため評価に変更は

ないが，設備の改造を行うため添付する。 

・V-1-1-8＊1 

発電用原子炉施設の蒸気ター

ビン，ポンプ等の損壊に伴う

飛散物による損傷防護に関す

る説明書 

〇 

配管破損想定位置であるターミナル・エンド

（配管アンカーサポート点）に変更はなく，並

防護対策の評価として当該配管破損想定位置

が障壁で囲まれていること等にも変更はない

が、設備の改造を行うため添付する。 

・V-1-1-9＊1 

通信連絡設備に関する説明書

及び取付箇所を明示した図面 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

安全避難通路に関する説明書

及び安全避難通路を明示した

図面 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

非常用照明に関する説明書及

び取付箇所を明示した図面 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

別表第二（原子炉冷却系統施設） 

原子炉冷却系統施設に係る機

器の配置を明示した図面及び

系統図 

〇 

配置図及び系統図について，今回の申請範囲に

係る箇所について添付する。 

※主配管の配置を明示した図面 

・残留熱除去系 

※系統図 

・残留熱除去設備（残留熱除去系） 

・非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（低圧注水系） 

・非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（代替循環冷却系） 

蒸気タービンの給水処理系統

図 
× 該当する設備はないため，添付しない。 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

耐震性に関する説明書 〇 

今回の申請に伴い，一部評価結果に変更がある

ことから添付する。 

※基本方針 

・V-2-1-6＊1 

・V-2-1-9＊1 

・V-2-1-13-6＊1 

※管の耐震性についての計算書 

・V-2-5-2-1-1  

・V-2-5-4-1-4  

強度に関する説明書 〇 

今回の申請に伴い，一部評価結果に変更がある

ことから添付する。 

※基本方針，強度計算方法 

・V-3-1-2＊1 

・V-3-1-3＊1 

・V-3-1-6＊1 

・V-3-2-1＊1 

・V-3-2-2＊1 

・V-3-2-4＊1 

・V-3-2-11＊1 

※管の基本板厚計算書 

・V-3-5-3-1-5  

※管の応力計算書 

・V-3-5-1-1-2＊1 

・V-3-5-3-1-6  

構造図 × 該当する設備はないため，添付しない。 

原子炉格納容器内の原子炉冷

却材又は一次冷却材の漏えい

を監視する装置の構成に関す

る説明書，検出器の取付箇所

を明示した図面並びに計測範

囲及び警報動作範囲に関する

説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

蒸気発生器及び蒸気タービン

の基礎に関する説明書及びそ

の基礎の状況を明示した図面 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

流体振動又は温度変動による

損傷の防止に関する説明書 
〇 

配管内円柱状構造物は存在せず，本工事により
高低温水合流部も生じないため，設備の損傷が
懸念される部位はないが,設備の改造を行うた
め添付する。 
・V-1-4-2＊1 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備のポンプの有効

吸込水頭に関する説明書 

× 

系統構成を変更するものではなく，サプレッシ
ョン・プールを水源とする残留熱除去系ポンプ
の有効吸込水頭の評価事象及び評価条件に影
響を与えないため添付しない。 

蒸気タービンの制御方法に関

する説明書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

蒸気タービンの振動管理に関

する説明書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

蒸気タービンの冷却水の種類

及び冷却水として海水を使用

しない場合は，可能取水量を

記載した書類 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

安全弁及び逃がし弁の吹出量

計算書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

別表第二（原子炉格納施設） 

原子炉格納施設に係る機器の

配置を明示した図面及び系統

図 

〇 

配置図及び系統図について，今回の申請範囲に
係わる箇所について添付する。 
※主配管の配置を明示した図面 
 ・圧力低減設備その他の安全設備の原子炉

格納容器安全設備（代替循環冷却系） 
※系統図 
 ・圧力低減設備その他の安全設備の原子炉

格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷
却系） 

 ・圧力低減設備その他の安全設備の原子炉
格納容器安全設備（サプレッション・プ
ール冷却系） 

 ・圧力低減設備その他の安全設備の原子炉
格納容器安全設備（代替循環冷却系） 

耐震性に関する説明書 〇 

今回の申請に伴い，一部評価結果に変更がある
ことから添付する。 
※残留熱除去設備（残留熱除去系）に含む 

強度に関する説明書 〇 

今回の申請に伴い，一部評価結果に変更がある
ことから添付する。 
※残留熱除去設備（残留熱除去系）に含む 

構造図 × 該当する設備はないため，添付しない。 

原子炉格納施設の設計条件に

関する説明書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

原子炉格納施設の水素濃度低

減性能に関する説明書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

原子炉格納施設の基礎に関す

る説明書及びその基礎の状況

を明示した図面 

× 該当する設備はないため，添付しない。 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

圧力低減設備その他の安全設

備のポンプの有効吸込水頭に

関する説明書 

× 

系統構成を変更するものではなく，サプレッシ
ョン・プールを水源とする残留熱除去系ポンプ
の有効吸込水頭の評価事象及び評価条件に影
響を与えないため添付しない。 

安全弁及び逃がし弁の吹出量

計算書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 
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(2)原子炉格納容器電気配線貫通部 

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

別表第二（各発電用原子炉施設に共通） 

送電関係一覧図 × 送電設備に影響を与えないため，添付しない。

急傾斜地崩壊危険区域内にお

いて行う制限工事に係る場合

は，当該区域内の急傾斜地の

崩壊の防止措置に関する説明

書 

× 
東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区

域に指定された箇所はないため，添付しない。

工場又は事業所の概要を明示

した地形図 
× 

発電所の概要を明示した地形図に影響を与え

ないため，添付しない。 

主要設備の配置の状況を明示

した平面図及び断面図 
× 

主要設備の配置に影響を与えないため，添付し

ない。 

単線結線図 × 
単線結線図に影響を与えないため，添付しな

い。 

新技術の内容を十分に説明し

た書類 
× 新技術に該当しないため，添付しない。 

発電用原子炉施設の熱精算図 × 熱精算に影響を与えないため，添付しない。 

熱出力計算書 × 
熱出力計算に影響を与えないため，添付しな

い。 

発電用原子炉の設置の許可と

の整合性に関する説明書 
○ 

本申請では，変更する機器が設置許可との整合

性に影響がないことを説明するため添付する。

※本文五号との整合性に関する説明書 

※本文十一号との整合性に関する説明書 

（別添－２参照）

排気中及び排水中の放射性物

質の濃度に関する説明書 
× 

排気中及び排水中の放射性物質の濃度に影響

を与えないため，添付しない。 

人が常時勤務し，又は頻繁に

出入する工場又は事業所内の

場所における線量に関する説

明書 

× 
発電所の場所における線量に影響を与えない

ため，添付しない。 

発電用原子炉施設の自然現象

等による損傷の防止に関する

説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

排水監視設備及び放射性物質

を含む排水を安全に処理する

設備の配置の概要を明示した

図面 

× 該当する設備はないため，添付しない。 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

取水口及び放水口に関する説

明書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

設備別記載事項の設定根拠に

関する説明書 
〇 

最高使用圧力，最高使用温度，外径，構成及び

個数の設定値，並びにその設定根拠に変更はな

いが，設備の改造を行うため添付する。 

・V-1-1-4-7-9＊1 

環境測定装置の構造図及び取

付箇所を明示した図面 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

クラス１機器及び炉心支持構

造物の応力腐食割れ対策に関

する説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

安全設備及び重大事故等対処

設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書 

〇 

設計基準事故時及び重大事故等時に想定され

る環境条件及び系統施設毎の機能に影響はな

く，必要な箇所の保守点検ができる設計とする

こと等に変更はないが，設備の改造を行うため

添付する。 

・V 1-1-6＊1 

発電用原子炉施設の火災防護

に関する説明書 
〇 

本工事により火災の感知及び消火並びに火災

の影響軽減の火災防護対策について影響を与

えない。改造する範囲は不燃材料を使用してい

るため，火災の発生防止についても変更はない

が，設備の改造を行うため添付する。 

・V-1-1-7＊1 

発電用原子炉施設の溢水防護

に関する説明書 
× 

防護対象設備でなく，溢水源でもないため添付

しない。 

発電用原子炉施設の蒸気ター

ビン，ポンプ等の損壊に伴う

飛散物による損傷防護に関す

る説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

通信連絡設備に関する説明書

及び取付箇所を明示した図面 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

安全避難通路に関する説明書

及び安全避難通路を明示した

図面 

× 該当する設備はないため，添付しない。 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

非常用照明に関する説明書及

び取付箇所を明示した図面 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

別表第二（原子炉格納施設） 

原子炉格納施設に係る機器の

配置を明示した図面及び系統

図 

× 
配置図について，配置する箇所に変更はないた

め添付しない。 

耐震性に関する説明書 〇 

スリーブ長さは短くなり全体質量も軽くなる

ため，評価結果に変更はないが，設備の改造を

行うため添付する。 

・V-2-9-2-10＊1 

強度に関する説明書 〇 

スリーブ長さは短くなり，スリーブの板厚に変

更はないため，評価結果に変更はないが，設備

の改造を行うため添付する。 

・V-3-9-1-4-3＊1 

構造図 〇 
構造図について，今回の申請範囲に係る箇所に

ついて添付する。 

原子炉格納施設の設計条件に

関する説明書 
〇 

格納容器（電気配線貫通部）の設計条件（200℃，

2Pd 環境下における健全性）に変更はないが，

設備の改造を行うため添付する。 

・V-1-8-1＊1 

原子炉格納施設の水素濃度低

減性能に関する説明書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

原子炉格納施設の基礎に関す

る説明書及びその基礎の状況

を明示した図面 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

圧力低減設備その他の安全設

備のポンプの有効吸込水頭に

関する説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

安全弁及び逃がし弁の吹出量

計算書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

＊１：平成30年10月18日付け原規規発第1810181号にて認可された設計及び工事の計画（既工事

計画）から変更がないことを示す。 
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原子炉格納容器は，重大事故等時において，設計基準対

象施設としての最高使用圧力及び最高使用温度を超えるﾘ

(2)-②ことが想定されるが，重大事故等時においては設

計基準対象施設としての最高使用圧力の 2 倍の圧力及び

200℃の温度以下で閉じ込め機能を損なわない設計とす

る。 

9.1.2 重大事故等時 

9.1.2.1 原子炉格納容器 

9.1.2.1.1 概要 

原子炉格納容器は，想定される重大事故等時におい

て，設計基準対象施設としての最高使用圧力及び最高使

用温度を超える可能性があるが，設計基準対象施設とし

ての最高使用圧力の 2 倍の圧力及び 200℃の温度以下で閉

じ込め機能を損なわない設計とする。また，原子炉格納

容器内に設置される真空破壊装置は，想定される重大事

故等時において，ドライウェル圧力がサプレッション・

チェンバ圧力より低下した場合に圧力差により自動的に

働き，サプレッション・チェンバのプール水逆流並びに

ドライウェルとサプレッション・チェンバの差圧による

ダイヤフラム・フロア及び原子炉圧力容器基礎の破損を

防止できる設計とする。

【原子炉格納施設】（基本設計方針） 

1. 原子炉格納施設

1.1 原子炉格納容器本体等

＜中略＞ 

原子炉格納容器は，想定される重大事故等時におい

て，設計基準対象施設としての最高使用圧力及び最高使

用温度を超えるﾘ(2)-②可能性があるが，設計基準対象施

設としての最高使用圧力の 2 倍の圧力及び 200 ℃の温度

で閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

※ 

3. 圧力低減設備その他の安全設備

3.1 真空破壊装置

＜中略＞ 

想定される重大事故等時において，ドライウェル圧力

がサプレッション・チェンバ圧力より低下した場合に，

ドライウェルとサプレッション・チェンバ間に設置され

た 11 台の真空破壊装置が，圧力差により自動的に働き，

サプレッション・チェンバのプール水逆流並びにドライ

ウェルとサプレッション・チェンバの差圧によるダイヤ

フラム・フロア及び原子炉圧力容器基礎の破損を防止で

きる設計とする。

工事の計画のﾘ(2)-②

は，設置変更許可申請

書（本文）のﾘ(2)-②と

同義であり整合してい

る。 

工事の計画の最高使用

圧力 620（kPa）及び最

高使用温度 200℃は，

設置変更許可申請書

（本文）の「設計基準

対象施設としての最高

使用圧力の 2 倍の圧力

及び 200℃の温度」と

同義であり整合してい

る。※ 

【63 条 21】 

【63 条 29】 

【64 条 5】 

【64 条 11】 

【64 条 22】 

【64 条 31】 

【64 条 41】 

【64 条 49】 

【65 条 11】 

【65 条 30】 

【66 条 5】 

【66 条 12】 

【67 条 7】 

【67 条 15】 

【57 条 17】 

【63 条 22】 

【63 条 30】 

【64 条 6】 

【64 条 12】 

【64 条 23】 

【64 条 32】 

【64 条 42】 

※2021 年 5 月 11

日，説明のため

要目表貼付及び

整合性追記 

【64 条 50】 

【65 条 12】 

【65 条 31】 

【66 条 6】 

【66 条 13】 

【67 条 8】 

【67 条 16】 

リ 原子炉格納施設の構造及び設備
(2) 原子炉格納容器の設計圧力及び温度

並びに漏えい率

補
2
-
9

別
添

－
１
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(aa) 原子炉格納施設 

 

原子炉格納容器は，残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却系）とあいまって原子炉冷却材圧力バウンダリ配管

の最も過酷な破断を想定し，これにより放出される原子

炉冷却材のエネルギによるﾛ(3)(ⅰ)a.(aa)-①事故時の圧

力，温度及び設計上想定された地震荷重に耐えられるよ

うに設計する。 

 

 

 

 

 

 

1.9.7.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 19

日制定）」に対する適合 

第三十二条 原子炉格納施設 

適合のための設計方針 

第１項について 

原子炉格納容器は，原子炉冷却材圧力バウンダリ配管

の最も過酷な破断を想定し，これにより放出される冷却

材のエネルギによる圧力，温度及び設計上想定される地

震力に耐えるように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉格納施設】（基本設計方針） 

1. 原子炉格納容器 

1.1 原子炉格納容器本体等 

＜中略＞ 

原子炉格納容器は，残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却系）とあいまって原子炉冷却材圧力バウンダリ配管

の最も過酷な破断を想定し，これにより放出される原子

炉冷却材のエネルギによるﾛ(3)(ⅰ)a.(aa)-①原子炉冷却

材喪失時の圧力，温度及び設計上想定された地震荷重に

耐える設計とする。また，原子炉冷却材喪失時及び逃が

し安全弁作動時において，原子炉格納容器に生じる動荷

重に耐える設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾛ(3)(ⅰ)

a.(aa)-①は，設置変更

許可申請書（本文）のﾛ

(3)(ⅰ)a.(aa)-①と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【44 条 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾛ(3)(ⅰ)a.(aa)-②また，原子炉冷却材喪失事故が発生

した場合でも，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）の作動により，温度及び圧力を速やかに下げ，出入

口及び貫通部を含めて原子炉格納容器全体の漏えい率を

原子炉格納容器の許容値以下に保ち，原子炉格納容器バ

ウンダリの健全性を保つように設計する。 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉格納容器出入口及び貫通部を含めて全体

漏えい率が原子炉格納容器空間部体積の 0.4％／d 以下

（常温，最高使用圧力の 0.9 倍の圧力，空気において）

となるようにする。 

なお，原子炉格納容器設計用の想定事象時の圧力，温

度を考慮した漏えい率についても十分安全側になること

を解析により確認する。 

 

【原子炉格納施設】（基本設計方針） 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.1 格納容器スプレイ冷却系 

＜中略＞ 

ﾛ(3)(ⅰ)a.(aa)-②残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却系）は，原子炉冷却材圧力バウンダリ配管の最も過酷

な破断を想定した場合でも，放出されるエネルギによる

設計基準事故時の原子炉格納容器内圧力，温度が最高使

用圧力，最高使用温度を超えないようにし，かつ，原子

炉格納容器の内圧を速やかに下げて低く維持することに

より，放射性物質の外部への漏えいを少なくする設計と

する。 

＜中略＞ 

 

【原子炉格納施設】（基本設計方針） 

1.1 原子炉格納容器本体等 

＜中略＞ 

原子炉格納容器の開口部である出入口及び貫通部を含

めて原子炉格納容器全体の漏えい率を許容値以下に保

ち，原子炉冷却材喪失時及び逃がし安全弁作動時におい

て想定される原子炉格納容器内の圧力，温度，放射線等

の環境条件の下でも原子炉格納容器バウンダリの健全性

を保つ設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

工事の計画のﾛ(3)(ⅰ)

a.(aa)-②は，設置変更

許可申請書（本文）のﾛ

(3)(ⅰ)a.(aa)-②を具

体的に記載しており整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【44 条 28】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【44 条 3】 

 

X-101A,B,C,D の

スリーブ長さの

変更に当たって

は，原子炉格納

容器バウンダリ

の健全性を保つ

設計とする基本

設計方針に変更

はない（2021 年

5月 11 日追記） 

 

ロ　発電用原子炉施設の一般構造
　(3)　その他の主要な構造

補
2
-
1
0



ホ　原子炉冷却系統施設の構造及び設備
　(3)　非常用冷却設備

補
2
-
1
1

別
添
－
２



 
 
  

 

補
2
-
1
2



補
2
-
1
3



ホ　原子炉冷却系統施設の構造及び設備
　(4)　その他主要な事項

補
2
-
1
4



 
 
  

 

補
2
-
1
5



補
2
-
1
6



補
2
-
1
7



補
2
-
1
8



リ　原子炉格納施設の構造及び設備
　(3)　非常用格納容器保護設備の構造

補
2
-
1
9



補
2
-
2
0



補
2
-
2
1



補
2
-
2
2



補
2
-
2
3



補
2
-
2
4



補
2
-
2
5



補
2
-
2
6



 
 
  

 

補
2
-
2
7



補
2
-
2
8



補
2
-
2
9



補
2
-
3
0



 
 
  

 

補
2
-
3
1



(余白)




